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【要 旨】

１ 市長あ いさつ

〇市 長 本日は御多忙のとこ ろ、 当審 議会に御出席いただき御礼申し 上

げます。直近の青梅市の人口は１，４００人が自然 減で すが、５，

２００人ほどが社会増です。その一方住宅は新築が増えて いま す

が、空き家も増えています。住宅は地域の資源であり、人 口の 増

強と住宅のバランスをとり全体の最適化を行うことが重要 です 。

空き家をどうにかするということは喫緊の課題であるので 、皆 様

に見識を活かしていただき、御協力お願いいたします。

２ 報告事 項

(1) 令 和 ５ 年度に おける実 施事業に ついて

事務局説明

〇委 員 定例住宅相談会・な んで も相 談会それぞれ空き家の相談の内 容

を教えてください。

□事務局 除却に関する相談や 相続 に関 しての相談件数は具体的に出し て

いませんが、一番多かったのは相続の話です。他には境界 線の 話

やリフォーム業者の選び方等がありました。

〇委 員 その相談会をどこで 知っ たの か、そのような相談会があるっ て

こと自体が御存知なんだろうかということを含めて、認知 が適 切

に行われているのか、また内容については聞くことによっ てど う

いったことがお困りなのか知りたいということで質問しました。

□事務局 広報については市の 広報 を周 知させていただいているのと、 自

治会回覧の活用、なんでも相談会に関しては、それぞれの 分野 へ

の応募に差がでるので、 L I N Eといった S N Sで周知していま す。

〇委 員 私のところでは自治 会を 運営 しているので、その中で回覧を 行

っているので、もしそういった回覧物を配布していただけ れば 周

りの方への周知もできますので、御検討のほどお願いします。

◇会 長 今の相談二件って感 触と して 、リフォームとか相続とかアド バ

イスをして動きそうな方ですか。フォローアップとか。

□事務局 フォローアップはし てい ませ んが、空家バンクを紹介すると 、

その方が登録に来られるということはありました。



( 2 ) 青梅 市の管 理不全空 家等およ び特定空 家等の判 断基準 について

ア 管 理不全 空家等

事務局説明

◇会 長 資料２－１でこの表 を埋 めて いくと。項目がそれぞれあって 、

外観目視の有無でチ ェッ クを していき判断をする。最初に A B C

の説明があったと思いますが、頭のところの A B Cはどこにかい て

ありますか。簡単に資料２－１をもう一回説明をお願いします。

□事務局 例えば建築物の倒壊 のと ころ 、建築物の傾斜に５区分があり 、

ここにあるなし、一部あり等状況をいれていきます。

◇会 長 ５区分というのは建 物の 傾斜 ・屋根の変形、外壁の剥落、構 造

部材の破損、腐食・腐朽、蟻害等のことですか。それぞれ では な

く、全体的に見て評価を入れていくということですか。

□事務局 例えば屋根の変形や 剥落 が目 視で確認しましたら、５区分で あ

る建物の傾斜・屋 根の 変形、外壁の剥落、構造部材、腐食・腐朽、

蟻害等を表に数字を入れていきます。また、それにリンク する よ

うに現地の状態が分かるような写真を添付しております。 それ に

よって別日に写真を撮影した際に比較できるようになって おり ま

す。

な お 、 表 に 写 真 を ひ と つ ず つ 入 れ て い く と 、 E x c e lが 重 く て 開

けなくなるので、別のフォルダーで保存して開けるように して い

ます。

◇会 長 基本的に表には数字 が入 ると いうことですね。５，４，３，２，

１，０。

□事務局 そうですね、５個だ った り。 なしが１とかありが１とか。こ の

中でありがひとつでもあると B判定となりま す。

◇ 会 長 A B Cで つ け る と こ の 基 準 が い く つ あ る か と い う の は ど こ に 書

いていますか。いくつだったら Aとかですね 。

□事務局 この表には書いてい ませ んが 、別に基準表で示しています。

◇会 長 それがそれぞれの項 目に つい て数や Aと か Bとか入って いき、次

の資料２－２っていうのは周囲の状況でこれに該当するか 該当 し

ないかということでしょうか。

□事務局 周囲の状況であるか ない か確 認し、該当する箇所に丸をつけ ま

す。

◇会 長 それで、周囲の状況 とさ っき の資料の２－１をあわせて総合 判



断し、該当するか確認するということですね。

〇副会長 外観目視が不可を判 定す る場 合、例えば倒壊している場合ど う

するのでしょうか。

□事務局 外観目視で屋根が一 部破 損し ているという場合や、庭の木が 茂

っている等、建物自体は痛んでいると考えられるためコメ ント を

を残していきます。

〇委 員 ここに書いている項 目は 外観 目視の記載はありますが、総合 判

定の記載について、所有者との連絡についてできているの かで き

ていないのでしょうか。連絡が取れているのなら、改善す る意 思

があるのかないのかの項目の記載がありません。総合判定 であ が

ってきても、所有者の方との状況がどうなっているのかっ て判 断

できないです。

□事務局 そこを踏まえて管理 不全 空家 になるかならないかは判断材料 に

なります。資料の表面は国の基準に則って機械的に判定さ れ、 裏

面は所有者の意思や対応を含めて総合的に判断するという こと に

なっています。なんでもかんでも管理不全空家になるとい うわ け

ではなく、状況を含めて判断をしていきます。

◇会 長 所有者との連絡とは 、や りま すといって先延ばしされてしま い

ます。いつまでも待つのではなく、何カ月なら待ちますと いう の

は決めないといけないと思います。

□事務局 期限が不明だと、１ 年２ 年と 経ってしまいます。管理不全空 家

としてあげるのであれば、期限を設け、それこそ管理不全 空家 に

して指導・勧告と手順を踏んでいきます。

◇会 長 公共施設ってざっく りし てい ると思います。もうちょっと危 険

性が高いとわかるように明記した方がいいのではないかと 思い ま

す。

□事務局 公共施設の有無につ いて は、 様々な公共施設があるのでコメ ン

トで記載します。

イ 特定空 家等

事務局説明

質疑等なし

( 3 ) 管理 不全空 家等およ び特定空 家等フロ ーチャー トにつ いて

事務局説明

◇会 長 審議会が７月の時は 管理 不全 空家や特定空家の候補を対象と し



て調査していくのがあがってきて、２月で対象かどうかを 決定 す

るということですか。７月１１月２月で何を決めるのでしょうか。

□事務局 審議会に管理不全空 家と して あげる候補を検討委員会で議論 し

ています。７月や１１月に候補をあげさせていただき、最 終的 に

審議会で判断していただきます。７月にあがるか１１月に あが る

か不明ですが、２月に決定というわけではなく、準備がで き次 第

あげていきます。

◇会 長 税制の関係で１月１ 日、 そこ を逃したら１年待たないといけ な

いため、税制的なことを考慮して１１月に審議会を設定し てい る

んですね。

□事務局 税制の関係で設定し てい るわ けではなく、最初のとっかかり の

関係で設定しています。

◇会 長 所有者に対するアプ ロー チも ですが、時間進行を考えてスケ ジ

ューリングをした方が良いと思います。１年のこの時期に これ を

やるといったスケジューリングをもとに運営をした方がよ いか と。

□事務局 庁内の検討委員会で も、 勧告 をうけると税制の減免を受ける こ

とができないというのが話に出てきます。また、立木と建 物の 倒

壊による周りに影響がでているということを同じ基準にし てし ま

っていいのかを詰めているところです。一定の保全がされ てい る

ということの判断について、これで安全が確保されたとい う判 断

をどうするかを委員会で詰めています。

◇会 長 対象候補の選定は青 梅市 で空 家調査を行った情報と市民から の

苦情の情報ということでしょうか。

□事務局 空き家の実態調査の 報告 と市 民からの苦情です。

◇会 長 実態調査は毎年行っ てい るこ とではないでしょうか。

□事務局 ５年に１回行ってい ます 。

〇委 員 特定空家認定の前に 管理 不全 空家があるのでしょうか。特定 空

家として判断するときに管理不全空家の情報を含めた方が よい の

ではないでしょうか。

□事務局 いきなり特定空家も ゼロ では ありませんが、特定空家になり う

るものが管理不全空家になるのでそこからだと思います。 青梅 に

特定空家が過去ありましたが、現在は解除されてございま せん 。

ただ、状態によってはいきなり特定空家に至ることはあり えな く

はないです。認定にあたってはこれまでの経緯を説明させ てい た



だき、個々の認定となります。

〇委 員 警察と消防との連携 はど うで しょうか。

□事務局 警察の方と連携にな ると 、最 近空き巣に入ったことや、山間 部

の空き家に勝手に所有者以外が住んでいたということがあ りま し

た。消防署の方は特段連携したことはありません。

〇委 員 職業によって気づき が違 うの で協力していただきたいです。 例

えばヤクルトレディのような人は、普段話をしてくれない 人も 話

をしてくれるかもしれません。

□事務局 庁内全体で連携しよ うと いう 考え方はあります。これまでも 連

携するところは適切に連絡するということがあったが、よ り適 正

なポジションに連絡するということは協議しています。

〇委 員 空き家の増減につい て、 一番 は自治会さんにお願いをして情 報

収集、住宅地図で提出して貰うことはどうでしょうか。

例えばおひとりでお住いの住宅は亡くなった りすると空 き家 に

なります。そういう情報が自治会だと的確で速いと思いま す。 年

に一回、協力してもらうのが一番ではないでしょうか。各 団体 に

お願いをして情報収集していくことが大切ではないでしょうか。

もう一つは、空き家 の所 有者 がいらっしゃれば、修繕等でき な

い理由を精査して、やりたくてもできないのか、やれても でき な

い放っておくという考え方なのか知ることができれば、何 かの 手

助けによって解決に一歩進んでいくのではないかという意 見で す。

◇会 長 除却の補助はありま すか 。

□事務局 除却補助の費用はあ りま せん 。

〇委 員 審議会にあがってく ると きに 、先程のチャートがみられる状 態

であがってきますでしょうか。

□事務局 先程の資料２－１、 ２－ ２で あげる予定です。対象の住宅の 調

査の経緯もあげて判断していただきます。

〇委 員 現地の写真は見れま すが 、現 地調査は想定していないのでし ょ

うか。

□事務局 現状としては想定し てお りま せん。

( 4 ) 青梅 市の管 理不全空 家等の状 況につい て

事務局説明

〇委 員 定例住宅相談会につ いて 、そ の時にあった話や解決の話を項 目

ごとに例としてあると参考にできるとありがたいです。



３ その他

次回審 議会の 日程に ついて

□事務局 令和７年７月頃を予 定し てお りますが、管理不全空家等の状 況

によっては変更になる場合があります。令和７年７月１１ 日、 １

７日、１８日、いずれも午前１０時からで会場は市役所災 害対 策

本部室を予定しております。

また審議会ですが、 一昨 年の ７月からになりますので、任期 が

２年となります。よってこのメンバーで行う審議会は最後 とな り

ます。そのため、日程につきましてはあくまで候補として 、改 め

てご連絡いたします。

◇会 長 特にご意見はないの で、 本日 の議題は以上となります。


